
令和８年度　徳島市不動中学校　部活動基本方針 

 

学　校　教　育　目　標

睦び合い・支え合い・高め合う　チーム不動の実現

部 活 動 の 活 動 基 本 方 針

 ○個々の生徒の欲求を満たすとともに、個性の伸長を図り、自発性の高い活動を目指す。 

 ○活動を通して、友情や協力の精神、責任感、連帯感そして自主性や創造性などを養うと
　 ともにリーダーの育成に努める。 

 ○技能の習得や習熟を図るとともに、教師と生徒及び、生徒相互の人間的な心のふれあい
　 を深める場になるように努める。

主 に 「 運 営 」 に 関 す る こ と

 ＜設置している部活動＞ 

　・陸上競技部・バドミントン部・音楽部・美術部 

＜指導体制＞ 

　・全ての部活動に複数名の教職員を配置し、顧問の直接指導を原則とする。 

＜部活動適正化推進委員会＞ 

 ・年１回開催する。 

＜保護者・地域との連携＞ 

 ・必要に応じて実施する。

主 に 「 活 動 」 に 関 す る こ と

＜活動計画＞ 

　・各部活動ごとに年間及び各月の活動計画を作成する。 

＜活動日・休養日＞ 

　・平日は少なくとも１日、週末（土・日）にも１日以上の休養日を設ける。 

　　（週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

  ・定期テスト前に、３日前から活動休止期間を設ける。ただし、直近に大会を控えている
　　場合には、活動する場合もある。 

＜活動時間＞ 

  ・１日の活動時間は、平日は２時間程度、休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間に、
　　合理的でかつ効果的な活動を行う。 

　・早朝練習については、原則行わないこととする。 

＜安全対策・事故防止＞ 

  ・無理のない計画的な活動と部員の体調管理を行う。 

  ・使用する施設・設備の点検を行うとともに、生徒にも安全確認を指導し、熱中症対策や
　　事故の未然防止に努める。また、熱中症や事故等が起こった時の対処・医療機関への連
　　絡体制の確認をする。 

　・体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

＜校外での大会や練習＞ 

  ・生徒の教育上の意義や、生徒や指導者の負担が過度とならないよう考慮して、各種大会
　　の参加を精査する。


